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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

また、第９期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) － 84,514 103,243 171,498 197,409 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) － 942 △4,211 9,430 22,946 

中間純損失（△）又は当

期純利益 
(千円) － △282 △7,152 5,122 14,181 

持分法を適用した場合の

投資利益 
(千円) － － － － － 

資本金 (千円) － 187,200 210,575 187,200 187,200 

発行済株式総数 (株) － 2,724 3,274 2,724 2,724 

純資産額 (千円) － 221,134 287,397 221,416 235,597 

総資産額 (千円) － 234,972 300,882 235,469 249,267 

１株当たり純資産額 (円) － 81,179.92 87,781.79 81,283.47 86,489.52 

１株当たり中間純損失金

額（△）又は当期純利益

金額 

(円) － △103.55 △2,188.65 3,741.98 5,206.05 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
(円) － － － － － 

１株当たり配当額 (円) － － － － 1,000 

自己資本比率 (％) － 94.1 95.5 94.0 94.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － 5,112 3,414 3,654 22,337 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － △51,960 △7,342 △9,730 △58,032 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － － 53,618 129,399 － 

現金及び現金同等物の中

間期末(期末)残高 
(千円) － 147,088 207,931 193,937 158,241 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

(－) 

18 

(9) 

23 

(13) 

18 

(9) 

15 

(12) 



３．当社は持分法適用会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりませ

ん。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権を発行しておりますが、第９期

以前は、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため平均株価が把握できないこと、また第10

期中間期については、１株当たり中間純損失であることから記載をしておりません。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社にお

ける異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数は、当中間会計期間の平均人員（１日８時間換算）を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 23（ 13 ） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 (1）業績 

    当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や先行きの金利動向に対する不安要因がありました 

    が、企業収益の大幅な改善に伴う設備投資の増加や個人消費の改善、輸出の増加等に支えられ好調に推移いたし

  ました。 

   北海道内の経済をみると、公共投資の減少傾向が続いているものの民間設備投資は増加しており、個人消費に

  ついても持ち直しの動きが続いております。 

   このような環境のなかで企業はさらなる飛躍のため、もしくは収益力の改善のために事業の効率化、省力化へ

  よりいっそう注力しなければならない状況であり、その選択肢の一つとしてアウトソーシングへのニーズは強ま

  っていく傾向にあると考えられます。 

   そこで当社は、経営方針にある「お客様への価値あるサービスの提供」として、顧客企業に対し給与計算に係

  る人材、時間等の経営資源をより価値の高い本来業務へ転換していただくことによるコストの削減に貢献すべ 

  く、給与計算アウトソーシングの提案を行ってまいりました。また、同時に給与計算に付随するシステム開発と

  いう付加価値サービス、賃金に関するコンサルティングの提案を行ってまいりました。この結果、当社の業績 

  は、売上高は103,243千円（前年同期比22.2％増）、営業利益4,179千円（同340.9％増）となりました。また、 

  営業外費用として上場関連費用及び株式交付費8,793千円を計上したことにより経常損失は、4,211千円、特別損

  失として投資有価証券評価損4,249千円を計上したことにより中間純損失は7,152千円となりました。 

   事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

   ペイロール事業においては、前年からの積み上げによる売上増加に加え、新規顧客36社獲得、アライアンスパ

  ートナーからの紹介などが寄与し、売上は順調に推移しました。その結果、ペイロール事業の売上高は103,203 

  千円（同33.0％増）となりました。また、賃金コンサルティング事業の売上高は40千円（同99.4％減）となりま

  した。 

 

  

(2）キャッシュ・フロー 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動による支出7,342千円があ 

  ったものの、営業活動による収入3,414千円、財務活動による収入53,618千円により前事業年度末に比べて49,689 

 千円増加し、当中間会計期間末には、207,931千円となりました。 

  当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は3,414千円（前中間会計期間は5,112千円獲得）となりました。これは主に税引前

 中間純損失8,461千円の計上、法人税等の支払い6,199千円があった一方、株式交付費の計上5,367千円、投資有価 

 証券評価損の計上4,249千円等によるものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は7,342千円（前中間会計期間は51,960千円使用）となりました。これは主に投資 

 有価証券の取得による支出7,760千円によるものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は53,618千円（前中間会計期間は該当無し）となりました。これは配当金の支払い

 による支出2,724千円があったものの、株式の発行による収入56,342千円によるものであります。 

  

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 該当事項はありません。なお、ペイロール事業については、毎月定期的に給与計算等を行うことにより売上が計

上される継続取引であるため記載を省略しております。 

  

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

    （注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

              合は次のとおりであります。 

         ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ペイロール事業（千円） 103,203 133.0 

賃金コンサルティング事業（千円） 40 0.6 

合計（千円） 103,243 122.2 

  相手先 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

  
株式会社アコーディア・

ゴルフ 
7,930 9.4 11,724 11.4 

  
株式会社アインファーマ

シーズ 
9,130 10.8 10,845 10.5 

  
株式会社ジャパンケアサ

ービス 
12,189 14.4 10,198 9.9 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

事業所名 所在地 設備の内容 

投資予定金額 
資金調 
達方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力総額 

(千円) 
既支払額
(千円) 

着手 完了 

 本社  札幌市東区 給与計算システム 56,000 －  自己資金 平成18年７月 平成19年４月  － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 10,000 

計 10,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 3,274 3,274 
札幌証券取引所 

（アンビシャス市場） 
－ 

計 3,274 3,274 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成15年12月26日臨時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 663 663 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 663 663 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 78,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年２月１日 

至 平成25年１月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額   78,000 

資本組入額  50,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受 

 けた者は、権利行使時に 

 おいても当社又は当社グ 

 ループ役員もしくは当社 

 又は当社グループ従業員 

 の地位にあることを要す 

 る。ただし、定年退職そ 

 の他正当な理由のある場 

 合にはこの限りでない。 

 また、協力関係にある取 

 引先については、新株予 

 約権発行の取締役会決議 

 により、当社と割当者と 

 の間に締結する「新株予 

 約権割当契約」に定める 

 ところによる。 
同左 

② 対象者の相続人による 

 新株予約権の行使は認め 

 られないものとする。た 

 だし、対象者が業務上の 

 災害等で死亡した場合 

 は、対象者の相続人が新 

 株予約権を行使すること 

 ができるものとする。 

③ 新株予約権の譲渡、質 

 入その他の処分は認めな 

 い。 

④ その他権利行使の条件 

 は、新株予約権発行の取 

 締役会決議に基づき、 

 「新株予約権割当契約」 

 に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  － －  



２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とします。 

また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる

ものとします。 

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の総数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職

等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併・会社分割・資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的たる株

式の数を調整すべき場合にも必要かつ合理的な範囲で新株予約権の数は適切に調整されるものとします。 

 調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新規発行又は

処分株式数 
× 

１株当たり払込金額 

又は処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分株式数 

 調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 



②平成16年12月20日臨時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 158 158 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 158 158 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 83,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年２月１日 

至 平成26年１月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額   83,000 

資本組入額  50,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受 

 けた者は、権利行使時に 

 おいても当社又は当社グ 

 ループ役員もしくは当社 

 又は当社グループ従業員 

 の地位にあることを要す 

 る。ただし、定年退職そ 

 の他正当な理由のある場 

 合にはこの限りでない。 

 また、協力関係にある取 

 引先については、新株予 

 約権発行の取締役会決議 

 により、当社と割当者と 

 の間に締結する「新株予 

 約権割当契約」に定める 

 ところによる。 

同左 

② 対象者の相続人による 

 新株予約権の行使は認め 

 られないものとする。た 

 だし、対象者が業務上の 

 災害等で死亡した場合 

 は、対象者の相続人が新 

 株予約権を行使すること 

 ができるものとする。 

③ その他権利行使の条件 

 は、新株予約権発行の取 

 締役会決議に基づき、 

 「新株予約権割当契約」 

 に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  － 



上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とします。 

また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる

ものとします。 

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の総数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職

等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併・会社分割・資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的たる株

式の数を調整すべき場合にも必要かつ合理的な範囲で新株予約権の数は適切に調整されるものとします。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格     120,000円 

発行価額      85,000円 

資本組入額    42,500円 

払込金総額   61,710千円 

 調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新規発行又は

処分株式数 
× 

１株当たり払込金額 

又は処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分株式数 

 調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月３日 

（注） 
550 3,274 23,375 210,575 38,335 58,465 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

キャリアバンク株式会社 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 2,051 62.64 

畔栁 一郎 東京都千代田区 106 3.23 

熊谷 浩二 北海道札幌市中央区 40 1.22 

山鹿 時子 北海道札幌市中央区 40 1.22 

丸山 晴美 埼玉県蕨市  26 0.79 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０ 26 0.79 

松井証券株式会社（一般信

用口） 
東京都千代田区麹町１－４ 25 0.76 

齋藤 壮一 東京都江東区  21 0.64 

山本 徹 北海道札幌市西区 20 0.61 

株式会社アインファーマシ

ーズ 

北海道札幌市東区東苗穂五条一丁目２番１

号 
20 0.61 

株式会社ジャパンケアサー

ビス 
東京都豊島区北大塚一丁目１３番１５号 20 0.61 

株式会社プライムファーム 北海道札幌市中央区北一条西十丁目１ 20 0.61 

計 － 2,415 73.76 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。 

なお、平成18年４月４日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  3,274 3,274 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 3,274 － － 

総株主の議決権 － 3,274 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 630,000 247,000 187,000 174,000 191,000 257,000 

最低（円） 209,000 143,000 123,000 128,000 155,000 165,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマ

ツにより中間監査を受けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年３月３日提出の有価証券届出書に添付されたものによっ

ております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１  現金及び預金   187,088   247,931 198,241   

２  売掛金   19,700   25,211 26,021   

３  その他   1,590   4,088 1,484   

貸倒引当金   △94   △78 △124   

流動資産合計     208,285 88.6 277,153 92.1   225,623 90.5

Ⅱ 固定資産           

１  有形固定資産 ※１ 5,610   4,380 4,781   

２  無形固定資産           

（1）ソフトウェア   20,126   15,721 17,911   

計   20,126   15,721 17,911   

３  投資その他の資 
  産 

  950   3,627 950   

固定資産合計     26,686 11.4 23,729 7.9   23,643 9.5

資産合計     234,972 100.0 300,882 100.0   249,267 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１  買掛金   1,270   4,080 1,606   

２  未払金   6,543   1,801 1,528   

３  未払法人税等   534   604 6,199   

４  その他 ※２ 5,489   6,998 4,335   

流動負債合計     13,838 5.9 13,485 4.5   13,669 5.5

負債合計     13,838 5.9 13,485 4.5   13,669 5.5

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ  資本金     187,200 79.7 
  

－ －   187,200 75.1

Ⅱ  資本剰余金           

１  資本準備金   20,130   － 20,130   

  資本剰余金合計     20,130 8.5 － －   20,130 8.1

Ⅲ  利益剰余金           

１  中間（当期）未処
分利益 

  13,804   － 28,267   

  利益剰余金合計     13,804 5.9 － －   28,267 11.3

 資本合計     221,134 94.1 － －   235,597 94.5

 負債資本合計     234,972 100.0 － －   249,267 100.0 

            
 （純資産の部）           

Ⅰ  株主資本             

  １  資本金     － － 210,575 70.0   － －

  ２  資本剰余金             

    (1)  資本準備金   －     58,465 －   

 資本剰余金合計     － － 58,465 19.4   － －

  ３  利益剰余金           

 (1)  利益準備金   －   272 －   

 (2)  その他利益剰 
      余金 

          

    繰越利益剰余 
    金 

  －     18,118 －   

     利益剰余金合計     － － 18,390 6.1   － －

    株主資本合計     － － 287,430 95.5   － －

Ⅱ  評価・換算差額等             

 １  その他有価証券 
    評価差額金 

    － － △33 △0.0   － －

   評価・換算差額等 
    合計 

    － － △33 △0.0   － －

 純資産合計     － － 287,397 95.5   － － 

  負債純資産合計     － － 300,882 100.0   － － 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     84,514 100.0 103,243 100.0   197,409 100.0 

Ⅱ 売上原価     54,164 64.1 63,643 61.6   111,792 56.6

売上総利益     30,350 35.9 39,599 38.4   85,616 43.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    29,402 34.8 35,420 34.4   58,471 29.6

営業利益     947 1.1 4,179 4.0   27,145 13.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   1 0.0 402 0.4   2 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２   6 0.0 8,793 8.5   4,200 2.2

経常利益又は経常
損失（△） 

    942 1.1 △4,211 △4.1   22,946 11.6

Ⅵ 特別利益 ※３   43 0.1 － －   13 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   888 1.1 4,249 4.1   888 0.4

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△） 

    97 0.1 △8,461 △8.2   22,071 11.2

法人税、住民税及
び事業税 

  145   150 8,046   

法人税等調整額   234 379 0.4 △1,459 △1,308 △1.3 △155 7,890 4.0

中間純損失（△）
又は当期純利益 

    △282 △0.3 △7,152 △6.9   14,181 7.2

前期繰越利益     14,086 －   14,086 

中間（当期）未処
分利益 

    13,804 －   28,267 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

   当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

187,200 20,130 20,130 － 28,267 28,267 235,597 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 23,375 38,335 38,335       61,710 

剰余金の配当（注）       272 △2,996 △2,724 △2,724 

中間純損失         △7,152 △7,152 △7,152 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

              

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

23,375 38,335 38,335 272 △10,148 △9,876 51,833 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

210,575 58,465 58,465 272 18,118 18,390 287,430 

 

評価・換算差額等 

純資産合計  その他有価証券 
 評価差額金 

 評価・換算差 
 額等合計 

 平成18年３月31日 残高 
 （千円） 

－ － 235,597 

 中間会計期間中の変動額    

  新株の発行     61,710 

  剰余金の配当（注）     △2,724 

  中間純損失     △7,152 

  株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△33 △33 △33 

 中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

△33 △33 51,800 

 平成18年９月30日 残高 
 （千円） 

△33 △33 287,397 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△） 

  97 △8,461 22,071

減価償却費   1,974 3,155 5,419

株式交付費   － 5,367 －

投資有価証券売却益   － △182 －

投資有価証券評価損   － 4,249 －

売上債権の減少額   8,888 810 2,567

営業債務の増減額
（△は減少） 

  △399 2,473 △63

未払費用の増加額   2,899 1,568 367

未払消費税等の増減
額（△は減少） 

  △3,594 82 △2,222

その他   △855 527 329

小計   9,009 9,591 28,470

法人税等の支払額   △3,892 △6,199 △6,127

その他   △5 21 △4

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  5,112 3,414 22,337

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  △40,000 △40,000 △40,000

定期預金の払戻によ
る収入 

  － 40,000 －

有形固定資産の取得
による支出 

  △5,618 △564 △6,020

無形固定資産の取得
による支出 

  △6,792 － △12,462

投資有価証券の取得
による支出 

  － △7,760 －

投資有価証券の売却
による収入 

  － 982 －

その他   450 － 450

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △51,960 △7,342 △58,032

 



   
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

株式の発行による収
入 

  － 56,342 －

配当金の支払額   － △2,724 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  － 53,618 －

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 

  △46,848 49,689 △35,695

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  193,937 158,241 193,937

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 147,088 207,931 158,241

      



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価 

方法 

───── 

  

  

  

有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に 

 基づく時価法（評価差額は全 

 部純資産直入法により処理 

 し、売却原価は移動平均法に 

 より算定）を採用しておりま 

 す。 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を 

 採用しております。 

───── 

  

  

  

２．固定資産の減価償却の方 

法 

(1）有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  耐用年数は以下のとおりであ 

 ります。 

  器具及び備品  ５～６年 

  車両運搬具   ４～６年 

 なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

 (2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 ───── 

  

株式交付費 

 支出時に全額を費用として処理

しております。  

───── 

  

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー 

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財 

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

 ───── 

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

 ───── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。これまでの資本

の部の合計に相当する金額は287,397

千円であります。なお、当中間会計

期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、中間財務諸表等

規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 ───── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,106千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,302千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,336千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２   ───── 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

───── 
  

投資有価証券売却益 182千円 ───── 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

───── 

   

株式交付費 5,367千円

上場関連費用 3,425千円

上場関連費用 4,194千円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入 43千円 ─────     貸倒引当金戻入         13千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

過年度給与 888千円 投資有価証券評価損 4,249千円

  

過年度給与 888千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 550千円

無形固定資産 1,423千円

有形固定資産 965千円

無形固定資産 2,190千円

有形固定資産 1,781千円

無形固定資産 3,638千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加550株は、平成18年４月３日の公募増資による新株発行によるものでありま 

   す。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

２．平成17年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

３．平成16年新株予約権及び平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 ３．配当に関する事項 

   配当金支払額 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式 （注） 2,724 550 － 3,274 

合計 2,724 550 － 3,274 

 自己株式         

   普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる  

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計期

間末残高 

（千円） 
前事業年度末 

当中間会計期

間増加  

当中間会計期

間減少  

当中間会計期

間末  

 提出会社 
 平成16年新株予約権（注）１   普通株式 664  － 1 663  － 

 平成17年新株予約権（注）２   普通株式 163  － 5 158  － 

 ストック・オプションとしての

新株予約権 
 －  －  －  －  －  － 

 合計  －  827  － 6 821  － 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 2,724 1,000  平成18年３月31日  平成18年６月28日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中 

 間貸借対照表に掲記されている科目の金額 

 との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中 

 間貸借対照表に掲記されている科目の金額 

 との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対 

 照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

（千円） （千円） （千円） 

現金及び預金勘定 187,088 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△40,000 

現金及び現金同等物 147,088 

現金及び預金勘定 247,931 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△40,000 

現金及び現金同等物 207,931 

現金及び預金勘定 198,241 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△40,000 

現金及び現金同等物 158,241 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却 

 累計額相当額、減損損失累計額相当額及び 

 中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却 

 累計額相当額、減損損失累計額相当額及び 

 中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却 

 累計額相当額、減損損失累計額相当額及び 

 期末残高相当額 

       ─────        ─────        ───── 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

    未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

    未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 

       ─────        ─────        ───── 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取 

  崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取 

  崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取 

  崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 210千円

減価償却費相当額 188千円

支払利息相当額 0千円

       ───── 支払リース料 210千円

減価償却費相当額 188千円

支払利息相当額 0千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を 

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

       ───── 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を 

  零とする定額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相 

 当額との差額を利息相当額とし、各期への 

 配分方法については、利息法によっており 

 ます。 

５．利息相当額の算定方法 

       ───── 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相 

  当額との差額を利息相当額とし、各期への 

  配分方法については、利息法によっており 

 ます。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありませ 

 ん。 

（減損損失について） 

       ───── 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 (注) 当中間会計期間において、非上場株式について4,249千円減損処理を行っております。 

    なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した 

   場合には原則として減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考 

    慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。  

  

前事業年度末（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

   当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

    該当事項はありません。  

  

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 960 904 △56 

合計 960 904 △56 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券   

非上場株式 1,750 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純損失金額（△）又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 81,179.92円

１株当たり中間純損 

失金額 
103.55円

１株当たり純資産額 87,781.79円

１株当たり中間純損 

失金額 
2,188.65円

１株当たり純資産額 86,489.52円

１株当たり当期純利 

益金額 
5,206.05円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権を発行しておりますが、中間純

損失を計上しているため記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権を発行しておりますが、中間純

損失を計上しているため記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、新株予

約権を発行しておりますが、当社株

式は非上場、非登録であり期中平均

株価の把握が困難であるため記載し

ておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間純損失(△)又は当期純利益（千円) △282 △7,152 14,181 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純損失（△）又は

当期純利益（千円） 
△282 △7,152 14,181 

期中平均株式数（株） 2,724 3,268 2,724 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

新株予約権（新株予約

権の数841個） 

  

新株予約権（新株予約

権の数821個） 

 新株予約権の概要

は、「第４ 提出会社

の状況、１ 株式等の

状況、(2) 新株予約権

等の状況」に記載のと

おりであります。 

新株予約権（新株予約

権の数827個） 

  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

       ─────        ─────  平成18年３月３日及び平成18年３

月13日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、

平成18年４月３日に払込が完了いた

しました。 

 この結果、平成18年４月３日付で

資本金は210,575千円、発行済株式総

数は3,274株となっております。 

  ① 募集方法 

 一般募集 

（ブックビルディング方式によ

る募集） 

② 発行する株式の種類及び数 

 普通株式 550株 

③ 発行価格 

 １株につき 120,000円 

一般募集はこの価格にて行い

ました。 

④ 引受価額 

 １株につき 112,200円 

この価額は当社が引受人より

１株当たりの新株式払込金と

して受取った金額でありま

す。 

なお、発行価格と引受価額と

の差額の総額は、引受人の手

取金となります。 

⑤ 発行価額 

 １株につき  85,000円 

（資本組入額  42,500円） 

⑥ 発行価額の総額  46,750千円 

⑦ 払込金額の総額  61,710千円 

⑧ 資本組入額の総額 23,375千円 

⑨ 払込期日 

 平成18年４月３日 

⑩ 配当起算日 

 平成18年４月１日 

⑪ 資金の使途 

 事業拡大にかかる運転資金に

充当する。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第９期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月27日北海道財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

      平成１８年２月２１日

株式会社 エコミック       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 藤江 正祥  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 竹内 弘雄  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社エコミックの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成 

１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社エコミックの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提

出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

 平成１８年１２月２２日 

株 式 会 社  エ コ ミ ッ ク  

  取 締 役 会 御 中   

 監査法人 ト ー マ ツ  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 藤江 正祥      印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 竹内 弘雄      印 

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社エコミックの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１０期事業年度の中間会計期間（平成１８年４

月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資

本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社エコミックの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                    以上

  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社 

が別途保管しております。 
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